
入 札 参 加 者 の 心 得 

 

入 札 

１ 入札参加資格者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）

等の規定に抵触する行為を行ってはなりません。 

２ 入札参加者は、指定の時刻までに必ず出席してください。指定時刻に遅れた場合は、入札に参加す

ることはできません。入札を辞退しようとするときは、辞退理由を付した入札辞退届を 市民政策局

国分寺総合センター に直接持参するか郵送（入札日前日までに到達するものに限ります。）してく

ださい。 

３ 入札執行の場所には関係者以外の者は立ち入らないでください。 

４ 入札執行中は無用の言動は慎んでください。 

５ 入札参加資格者又は当該入札参加資格者の代理人は、他の入札参加資格者を代理することができま

せん。 

６ 代理人が入札しようとするときは、入札開始前に委任状を提出しなければなりません。 

７ 入札書は市指定様式によるものとし、これに入札年月日、入札参加資格者の氏名（委任を受けた者

にあっては、受任者の氏名も併記してください。）、件名、入札金額等を記入し、押印の上、封書に

し、投函してください（押印する場合の印鑑について、法人印（社印）は使用できません。代表者又

は受任者の個人を特定する印鑑を使用してください。また、押印する印鑑は、契約の締結、代金の請

求等においても使用する印鑑としてください。）。封書には、件名、会社名等を記入してください。

ただし、４つ折り等により入札金額が見えないようにした場合は、封書にすることなく、入札書のま

ま投函することができます。 

  なお、入札書の押印の義務付けを廃止したことから、押印に代えて責任者等の氏名及び連絡先の記

載を可とします。押印のない入札書を提出する場合は、見積書の記載欄に、下記(1)～(3)全ての項目

を記載してください。 

  （1）責任者（事務を担当する部門の長）の氏名（フルネーム） 

  （2）担当者（事務を担当する部門の者）の氏名（フルネーム） 

  （3）連絡先として電話番号（固定電話。設置していない場合は携帯電話） 

  押印がなく、上記(1)～(3)全て又は一部の記載がない場合は無効となります。 

訂正した場合は、訂正箇所近くの余白に訂正した者の氏名をフルネームで記載してください。なお、

訂正した者が当初記載された担当者と異なる場合は、記載欄の担当者欄に、訂正した者の氏名をフル

ネームで追記してください。 

  また、押印の有無にかかわらず、いずれの方法であっても金額の訂正は認められません。 

８ 入札情報の【注意事項】(５)により、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数を切り捨てた額）をもって契約金額としますので、入札者は、課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約希望金額（全契約期間における総額とする。）の１１０分の１００に

相当する金額を入札金額として入札書に記載してください。記載事項を訂正するときは、押印した入

札書の場合は、誤字に二重線を引き、上部に正書し、その旨を明記して押印してください。ただし、

金額の訂正は認められません。 

９ 提出した入札書は、引換え、書換え又は撤回をすることができません。 

１０ 入札書を提出した者は、地方自治法施行令第１６７条の１１第１項において準用する同令第１６

７条の４第１項各号のいずれにも該当しないことを誓約したものとみなします。 

１１ 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

(１) 入札参加資格のない者のした入札 

(２) 連合その他の不正な行為によってなされたと認められるもの 

(３) 委任状の提出がない代理人のしたもの 

(４) 同一の入札について２以上の入札書を提出したもの 

(５) 入札書の金額、氏名若しくは印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明であるもの 

(６) 金額を訂正したもの 

(７)  前各号に掲げるもののほか、市長が特に指定した事項に違反したもの 



 

開 札 

１ 即時に行い、各入札者の入札金額が最低制限価格以上かつ予定価格の制限の範囲内にないときは再

度の入札を行います。この場合、初回の入札において無効の入札をした者又は失格（最低制限価格に

満たない金額で入札をした者等）となった者は、再度の入札に参加することができません。 

２ 入札執行回数の限度は、初回の入札及び再度の入札を合せて２回とします。 

３ 再度の入札をする場合において、初回の開札の結果発表した最低入札金額以上の金額で入札した者

は、失格とします。 

４ 再度入札の結果、なお落札者がなかった場合は、最低金額提示者（失格者を除く。）と協議を行い、

協議が成立した場合はその者を落札者とし、成立しなかった場合は当該案件を不調とします。最低金

額提示者が協議を辞退した場合の取扱いは、高松市契約事務処理要綱第３１条第２項ただし書の例に

よります。 

なお、協議方法については口頭による協議ではなく、見積書の提出により行うこととし、この場合

の見積執行回数の限度は、初回の見積り及び再度の見積りを合わせて２回としますので、改めて見積

徴取日を設定し、通知します。 

また、本案件を含む重複落札禁止の対象案件が順次開札し、落札者を決定することとしているため、

以後の案件の入札及び開札日についても改めて通知します。 

５ 落札決定を受けた者が辞退した場合は、その落札金額での契約について次順位の者と直ちに協議を

行い、協議が成立した場合はその者を落札者とし、成立しなかった場合は当該案件を不調とします。 

６ 不調が生じた場合においても、それ以後の案件を順次開札し落札者を決定します。 

７ 不調となった案件について、後日再度発注する場合（その仕様を一部変更した場合を含む。）は、

不調となった案件と同様の入札参加資格が設定されるとは限りません。本案件を含む重複落札禁止の

対象案件における落札者（協議が成立し契約の相手方となった者及び落札決定を受けた後辞退した者

を含む。）は、当該再度発注の案件への入札参加資格を失います。 

８ 入札参加者は、入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札室を退室す

ることはできません。ただし、前記４及び５の協議の過程においては、会社等との電話連絡のため短

時間退室することは認められるものとします。 

９ 落札者が決定した場合は、直ちに口頭で発表します。落札者は、予定価格の制限の範囲内で、か

つ、最低制限価格以上のうち、最低の価格をもって入札した者とします。 

１０ 落札となるべき同価格の入札者が２人以上あるときには、直ちに、くじにより落札者を決定しま

す（くじの辞退はできません。）。 

１１ 落札業者は、当該入札書の入札金額の内訳等（各年度の契約金額（令和５年度～令和８年度の各

年度分））の分かる「内訳書」を提出してください。免税事業者である場合は、これに加え、「免税

事業者届出書」を提出してください。 

 

入札の停止、中止及び取消し 

緊急やむを得ない理由により、入札を行うことができないと認めるときは、入札を停止し、中止し、

又は取り消すことがあります。 

入札参加者が１者であったとき、又は辞退により入札参加者が１者となったときは、入札の執行を取

りやめます。 

 

 


